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　「男女共同参画社会基本法」が平成11年６月に成

立して20年になりますが、医師の世界での男女共同

参画は進んでいるでしょうか？

　法律の理念によると、女性医師が「個人としての

尊厳が重んぜられ」「性別により差別的扱いを受け

ず」「個人として能力を発揮する機会が確保」され

なければなりません（今や医師国家試験合格者の３

割以上は女性です）。日本医師会では、病院に勤務

する女性医師を対象としたアンケート調査を実施

し、調査対象の約25％に当たる10,373人の回答から

様々な課題が見えてきました。特に、病院内での労

働法制の理解不足や誤解からくる女性医師への不当

差別がうかがえます。勤務医師は雇用関係にある以

上「労働者」とされ、その権利は守られなければな

りません。一方で、医師には「自分は労働者」とい

う意識は薄く、診療・研鑽に割く時間が膨大で社会

制度を学ぶ余裕もありません。また、職務では医師

以外の医療専門職に対し指導的立場であることから

「自分は管理職」と誤解されている方も多数いま

す。加えて、実質的に人事管理を担当している医局

長は、労務管理の経験や研修が不十分な状況でその

任に就き、数年で交代しています。とても社会保障

制度に精通しているとは言えず、女性医師の勤務環

境が改善しない一因だと言えます。

　妊娠・出産に関しては、労働基準法等様々な法律

で守られています。例えば、育児休業中は育児休業

基本給付金が給付され、社会保険料も免除されます

（ご存じない方がほとんどです）。妊娠・出産によ

る就業制限など労働者としての権利は認められてい

ますが、患者の診療需要は変わりません。そうなる

と医師同士のタスク・シフティング、すなわち、誰

かがカバーしなければならなくなり、結果として過

重負荷などの新たな問題が発生する恐れがありま

す。

　女性医師であるが故に、理不尽な理由で昇進を諦

めさせられた例も見受けられます（ガラスの天井

は、実際存在しました）。女性医師の働き方に対す

る無理解・無関心が結果としてパワーハラスメント

と認識された事例もあります。なかでも、家庭内に

おいて夫の意識の低さは目に余ります。夫が家事・

育児への当時者意識が希薄で、「手伝う」という感

覚で接しているため、妻の不満は強くなるというよ

うなこともあります。

　現状では、医師も管理者も労働法制をはじめ様々

な法律事項を十分理解しているとは言い難い状況で

す。また、家庭においては「子育て=女性の役割」

「家庭と仕事の両立＝女性の悩み」という性別役割

意識の弊害を当事者が自覚する必要があるでしょ

う。

　医師の世界においては、男女共同参画はまだまだ

浸透しておらず、女性医師の増加に伴い重要な問題

となってくるはずです。女性医師が出産等で、一旦

「減速」したとしても、再び第一線に戻って活躍で

きる制度を早急に整備しなければ、日本の医療界に

とって大きな損失となります。これは、医師の働き

方改革にも通じることで、医療に携わる組織として

柔軟な対応が望まれます。
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